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１．被害想定

地震及び悪天候による被害想定は、対馬市地域防災計画に従い以下のとおりとする。

（１）地震

  ①想定規模

    対馬市地域防災計画と同じ長崎県内全域の地震（マグニチュード６．９：震度６

強）とする。

  ②被害状況

    対馬市地域防災計画の被害想定に準ずるものとし、かつ、空港については以下を

想定。

   ・空港施設の周囲の斜面が崩壊する。

   ・上水管が破損し、漏洩する。

   ・空港から国道にアクセスする県道が寸断され、孤立化が想定される。

   ・ターミナルビル、管理事務所の建物が損壊する。

   ・滑走路・誘導路等の基本施設のひび割れが発生し、応急補修が必要となる。

（２）悪天候等

  ①想定規模

   ・大雨：数十年に一度の特別警報に相当する大雨

   ・暴風：数十年に一度の特別警報に相当する台風や温帯低気圧により予想される暴

風。

  ②被害状況

以下を想定。

   ・台風の影響により空港に接続する電柱・電話柱が倒れ、電力や通信回線が喪失す

る。

   ・浸水により非常用電源設備に影響する。

・空港から国道にアクセスする県道が倒木による塞がれる。

   

２．統括的災害マネジメントに向けた目標設定

（１）滞留者の安全・安心の確保

・自然災害発生後に空港アクセスが途絶えたとしても、最低限２４時間空港内に滞在

することが可能となるよう、必要な備蓄品（非常食、飲料水、等）の確保等により

環境を整備

・自然災害発生後７２時間はＰＢＢ（ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰ ﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾘｯｼﾞ）、業務用端末、

放送機器、消火ポンプなどの緊急時必要とされる電力を維持。

（２）航空ネットワークの維持又は早期復旧

  ・大規模地震により被災した場合であっても、気象警報解除後復旧作業が開始でき次
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第、１０日間以内に民間航空機の運航が可能となる状態まで空港機能を復旧。

  ・特別警報級の気象（大雨、台風、等）により被災した場合であっても、気象状況の

回復後７２時間以内に民間航空機の運航が可能となる状態まで滑走路等の空港施設

を復旧。

３．総合対策本部

（１）総合対策本部の設置

・対馬空港においては、自然災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合にお

いて、空港全体としての機能維持・復旧等について、別表の設置基準を踏まえ総合

的な調整の必要が認められるときは、総合対策本部を設置し、必要な空港関連事業

者を招集するものとする。

・総合対策本部事務局は対馬空港管理事務所が担うこととし、設置場所は対馬空港管

理事務所（３階 会議室）とする。

・総合対策本部の設置基準は事案の大きさに応じて、第１段階（事務担当者の招集）

または、第２段階（本部長等の招集）とする。また、空港運用に多大な影響を及ぼ

すと想定される場合は、第１段階から第２段階へ引き上げるものとする。

（２）総合対策本部の構成

・総合対策本部の構成は別表の総合対策本部参集基準の通りで、本部長を対馬振興局

長、副本部長を対馬空港ターミナルビル株式会社社長とする。

・現場の意思決定者は本部長とし、副本部長は本部長を補佐する。なお、本部長不在の

場合の代行順位は、①対馬空港管理事務所長、②対馬空港ターミナルビル株式会社課

長とする。

・第１段階の構成員は第２段階の構成員より委任を受けた事務担当者とする。第２段階

の構成員は各組織の長もしくは判断権限を有するものとする。

（３）総合対策本部の役割

・総合対策本部は、次の事項を行う。

①自然災害に関する情報の一元的な収集、記録・整理、関係機関等への発信

②被害状況に基づく対応方針の決定及び計画実行の判断

③決定事項に基づく関係機関への指示・要請

④被災・復旧状況に応じた外部機関等への各種要請

⑤運航状況の把握（情報収集）

（４）総合対策本部の情報共有手段

・総合対策本部は、空港（周辺を含む。）の被害（人的及び物的）状況、空港滞留者の

状況、航空機の状況、定期便の運航状況、交通アクセスの状況等の情報収集を行い、

把握した情報を国土交通省航空局及びその他の関係機関等と共有する。

・国土交通省航空局への第一報は１５分以内に行う。その他の関係機関等への報告、情

報発信もそれに準ずることとする。
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・情報共有の手段は、電話（固定、携帯）、FAX、E-mail、インターホン、無線のうち最

適なものを用いることとする。

報告事項

①人的被害状況（空港利用者の死傷者の有無等）

②ターミナルビルの滞留者数及び滞留者に対する対応

③空港施設（ターミナルビル、空港管理事務所等を含む。）及び航空保安施設の

被害状況

④空港の運用状況（滑走路閉鎖の有無、欠航便の状況等）

⑤航空機の現状（機体損傷の有無、滑走路逸脱の有無等）

⑥空港アクセス（バス）の運行状況

⑦総合対策本部の設置・解散日時

⑧総合対策本部の概要（確認事項・決定事項）

⑨その他（復旧状況等）
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対馬空港A2-BCP 総合対策本部構成員一覧

事業区分 機関名

官公庁

空港管理者 対馬振興局 対馬空港管理事務所

国土交通省 大阪航空局 福岡空港事務所 システム運用管理センター

気象
対馬航空気象観測所

（一財）航空機安全運航支援センター対馬事務所

自衛隊 陸上自衛隊 対馬警備隊

警察
対馬南警察署警備課

対馬南警察署空港警備派出所

消防
対馬市消防本部

対馬空港消防所

長崎県

土木部 港湾課

対馬振興局 管理部 総務課

対馬振興局 建設部 道路課

対馬振興局 建設部 河港課

対馬市 総務課 地域安全防災室

ターミナルビル 対馬空港ターミナルビル㈱

航空会社
全日本空輸株式会社

オリエンタルエアブリッジ㈱

テナント 対馬空港ターミナルビル㈱

貨物事業者 日本通運株式会社福岡航空支店対馬営業所

警備 ㈱セノン対馬空港派遣隊

ライフライン

上水道 対馬市水道局

電力 九州電力株式会社 対馬配電事業所

通信 西日本電信電話株式会社 福岡支店

燃料供給業者 株式会社新出光 厳原支店

アクセス バス 対馬交通株式会社

医療 長崎県対馬病院
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総合対策本部レイアウト（対馬空港管理事務所 3階）

対馬振興局
総務課

対馬空港
管理事務所

所長

【副本部長】
ターミナル
ビル㈱社長

【本部長】
対馬振興局

局長
ターミナル

ビル㈱

対馬市水道局
西日本電信電
話㈱福岡営業

所

㈱セノン
対馬空港
派遣隊

対馬振興局
河港課

対馬振興局
道路課

対馬南警察
署空港警備

派出所

対馬南警察
署警備課

九州電力㈱
対馬配電事

業所

対馬航空
気象観測所

対馬市
消防本部

対馬空港
消防所

日本通運㈱
対馬営業所
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４－１．滞留者対応計画

（１）被害想定

・大規模な自然災害（地震・大雨等）の発生により対馬空港が機能停止となり、航空

旅客等の旅客ターミナルビル利用者と従業員を合わせて、空港内で夜間を過ごす滞

留者が１５０人発生。

・滞留者が空港内で最大２４時間滞在。

（２）行動目標

  ・自然災害発生後、２４時間以内に滞留者を安全な場所に避難させ、負傷者等への対

応にあたるとともに、１時間以内に滞留者数及び被害状況を把握。

（３）役割分担

表４－１－１

対馬南警察署
（空港派出所）

・孤立状態の有無、滞留者
（うち負傷者）の数、その
他被害状況等の確認
・負傷者の救助、避難誘導

機関名 事前の備え 自然災害発生直後 応急復旧時

・関係機関からの被害状況
の収集・整理
・総合対策本部の設置、関
係機関と連絡体制の構築
（関係機関から提供された
情報を一元化しフィード
バック）
・（必要に応じて）消防本
部、自衛隊等外部機関への
支援要請

・毛布（アルミブランケッ
ト）の準備
・発電機の準備
・バックアップ電源の維
持・管理

・旅客の安全確保（避難誘
導、滞在場所の安全確認）
・要救護者の対応
・滞留者の把握（人数、ケ
アの要・不要）
・負傷者の把握
・滞留スペースの確保
・施設被害状況の把握
・職員の滞留環境確保
・飲食物配布準備

・滞留者への情報提供
・航空関連機関との情報共
有
・アクセス道路の状況確認
・飲食物・毛布の配布
・インフラ機関への問合せ
と滞留者への情報提供

対馬空港ターミ
ナルビル株式会
社

・滞留者防止に必要な情報
の周知を各事業者へ依頼

空港管理事務所

対馬振興局総務
課

・救難用資機材（毛布、飲
食等）の準備

・空港関係機関等から災害
情報の収集、伝達
・緊急物資の受入
・管理事務所への業務支援
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４－２．早期復旧計画

（１）被害想定

  ・大規模な自然災害（地震・大雨等）の発生により、灯火施設の破損及び滑走路面に

クラックが発生し、斜面の一部が崩壊することにより、対馬空港が機能停止となり

航空機の離着陸が不可。

・ターミナルビルの建物が損傷する。

・アクセス道路である県道の斜面が崩落。

・商用電源が供給停止。

・電話回線が不通。

・上水道が断水。

・路線バスが運休。

・航空保安無線施設等（VOR/DME、ILS、A/G）の損壊

・灯火施設の損壊

（２）行動目標

  ・自然災害発生後、３時間以内に、必要な職員及び従業員が空港内に参集

  ・自然災害発生後７２時間以内に、救援機（緊急物資の輸送や広域医療搬送等）が運

表４－１－２：タイムテーブル

状況により
・緊急物資の配布 ・毛布・飲食物の配布

30分後

・滞留者への情報提供
・アクセス道路の確認
・インフラ機関への問合せ
（復旧状況）

・支援準備（人的・
物的）

・緊急物資の受入
・人的支援

・被害状況の収集・
報告

空港ビル

・被害状況の収集・報告
・旅客の状況把握と要救護
者の対応
・旅客の安全確保

・空港等からの情報
収集、伝達

経過時間

自然災害発
生直後

空港管理事務所
被災状況

交通機関が不通とな
り、滞留者が発生

必要な対応

対馬振興局総務課

対馬空港消防所 ・備蓄品の準備 ・負傷者への一次対応
・毛布の貸し出し

20分後

・総務課へ報告
・支援依頼（人的・
物的）

・施設の確認
・航空機関との情報共有
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航可能な状態まで滑走路等の空港施設を復旧。

  ・自然災害発生後１０日間以内に、民間航空機が運航可能な状態まで滑走路等の空港

施設を復旧。

  ・航空保安無線施設等（VOR/DME、ILS、A/G）の復旧

  ・灯火施設の復旧

（３）役割分担

  

表４－２－１

表４－２－２：タイムテーブル

・航空保安無線施設等の被
災状況の確認（監視装置、
ITV等）

・航空保安無線施設等の機
能回復

港湾課空港班 ・保安管理規程通りの保守
の実施確認

・灯火施設の被災状況の確
認

・被災灯火施設復旧に必要
な関係部署との調整

業務開始

基本施設の被害状況の確認

・基本施設、灯火・電気施
設の復旧

・旅客ターミナルビル及び
各主要施設の耐震化

・旅客ターミナルビル等の
被害状況の確認、報告

・旅客ターミナルビル等の
復旧
・旅客ターミナル内におけ
る航空旅客動線の確保

被災状況
必要な対応

空港管理事務所 空港ビル 対馬振興局河港課

担当者参集
ビル施設の復旧

応急復旧時

被害状況の確認
利用者の安全確保

空港管理事務所

ターミナルビル

自然災害
発生直後

空港施設が損傷
交通機関が不通

被害状況の収集・報告

経過時間

・災害応急対策業務に係る
関係機関との協定締結
・施設損壊に備え、対応業
者の選定確保

・基本施設、無線施設、灯
火、電気施設の被害状況の
確認
・関係機関への協力要請や
支援要請

対馬南警察署
（空港派出所）

ターミナルビルの被害状況
の確認

福岡航空事務所
システム運用管理
センター

・出張職員の指定

72時間後
基本施設の応急復旧完了
（アスファルト）

３時間後
担当者が空港内に参集

対馬振興局河港課 ・基本施設の維持補修 ・基本施設の被害状況の確
認

・基本施設の最低限の機能
回復

機関名 事前の備え 自然災害発生直後
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４－３．電力供給機能

（１）被害想定

  ・大規模な自然災害（地震・大雨等）の発生により対馬空港の商用電力の供給が停

止。・・（A）

  ・上記に加えて、非常用電源も喪失・・（B）

（２）行動目標

  （A）

  ・自然災害発生後、即座に非常用電源に切り替えるとともに、72時間の電力を確実に

確保するため、必要な燃料を確保。

  （B）

  ・非常用電源の復旧

  ・九州電力へ高圧発電車の要請

（３）役割分担

  

表４－２－２：タイムテーブル

・灯火施設の被災状況の確認及び被災灯
火施設復旧に必要な関係部署との調整

３時間後

72時間後

・出張職員の参集

・航空保安無線施設等の機能回復

自然災害
発生直後

施設損壊 ・被害状況の収集・報告 ・灯火施設の被災状況の確認

・灯火施設の被災状況の確認及び被災灯
火施設復旧に必要な関係部署との調整

経過時間 被災状況
必要な対応

システム運用管理センター 港湾課空港班

表４－３－１

対馬空港ターミ
ナルビル株式会
社

ポータブル発電機稼働

空港管理事務所

九州電力 ・連絡体制を構築

・非常用電源設備や稼働の
ための燃料の確保

ポータブル発電機の維持管
理

・九州電力に対する各種要
請
・非常用電源施設の稼働

・ＶＦＲ（有視界飛行）に
よる離着陸体制の確保
・電源施設の復旧

バックアップ電源の維持管
理

・ターミナルビル内の電源
施設等の被害状況の確認

バックアップ電源の稼働

・72時間を超える場合は
高圧発電機車及び低圧発電
機車による送電体制とす
る。

機関名 事前の備え 自然災害発生直後 応急復旧時
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４－４．通信機能

（１）被害想定

・大規模な自然災害（地震・大雨等）の発生により、通信回線が切断。携帯電話中継

基地の電源が共有されず機能停止となり、通信が困難となる。

（２）行動目標

  ・自然災害発生後、４８時間以内に通信環境を整備。

表４－３－２：タイムテーブル

商用電力の供給
が停止。

(A)

(Ａ)に加えて、
非常用電源も喪
失

(B)

4時間

1時間

・高圧発電車による送電の
開始
 ①ターミナル

・連絡体制の構築

・九州電力に対し高
圧発電車の要請

・要請に対する体制構築

九州電力

・高圧発電車及び低圧発電
車による送電の開始
 ➁管制塔＋電波装置
 ③滑走路照明

・被害状況等の現地調査と
復旧時間策定

経過
時間

・灯火施設の非常用
電源設備の稼働

被災状況
必要な対応

空港管理事務所 空港ビル

自然災害
発生直後

(停電発生)

・ターミナルビルの
非常用電源設備の稼
働
・復旧時間の問合せ
・ポータブル発電機
稼働（3台）
・照明の確保
・復旧時間の問合せ
・ポータブル発電機
稼働（3台）

48時間以
上
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（３）役割分担

４－５．上水道機能

（１）被害想定

・大規模な自然災害（地震・大雨等）の発生により、上水道が供給停止。

（２）行動目標

  ・滞留者用の飲料水を２４時間分確保。

・簡易トイレ、仮設トイレの２４時間分を確保

表４－４－１

表４－４－２：タイムテーブル

12時間後 ・携帯電話基地局の電力の復
旧

ターミナルビル ・代替通信手段の準備 ・滞留者へ情報提供
・滞留者の通信機能の確保

・衛星携帯電話配備
・復旧活動要員確保

西日本電信電話㈱ ・衛星携帯電話準備
・応急ケーブルの確保

・衛星携帯電話配備（1台） ・衛星携帯電話配備(1台）
・切断ケーブルの復旧作業

空港管理事務所 ・総合対策本部構成員との連
絡体制の構築

機関名 事前の備え 自然災害発生直後 応急復旧時
・通信被害の情報収集
・衛星電話等の確保

自然災害発
生直後

固定通信施設の断線 ・被害状況の収集・報
告

・災害有線電話の確
保・使用

・復旧作業の実施

経過時間

24時間後

被災状況 必要な対応
空港管理事務所 空港ビル 西日本電信電話㈱

・衛星携帯電話配備

２時間後 携帯電話基地局の電力
供給停止
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（３）役割分担

表４－５－１

表４－５－２：タイムテーブル

ターミナルビル ・飲料水、簡易トイレの確
保

・関係機関への飲料水の供
給要請

・使用制限などを滞留者等
へ情報提供

空港管理事務所 ・関係機関との連絡体制の
構築

・自衛隊や水道課に対する
給水車の派遣要請

対馬空港消防所 ・化学消防車を活用した給
水措置（手洗い用・トイレ
用水）

機関名 事前の備え 自然災害発生直後 応急復旧時

・飲料水の用意・配
布

空港のみの場合、空港で緊
急点検。空港だけではない
場合、電話で状況説明の
み。

・空港より連絡を受け、空
港のみが機能喪失の場合、
空港上水道施設の緊急点検
を実施。機能喪失が空港だ
けではない場合、地域全体
の上水道機能回復を最優先
とする為、空港に参集でき
ない。電話での状況説明の
みとなる。

水道局

自然災害発
生直後

上水道管が破裂 ・被害状況の収集・
報告

経過時間

状況に応じ

被災状況
必要な対応

空港管理事務所 空港ビル 水道局

上記、空港のみの場合で点
検を行った結果、原因が水
道局所有の施設の場合、水
道局が修繕を行い復旧を目
指す。
原因が空港所有の施設の場
合、空港管理者へ報告。

状況に応じ

・緊急点検依頼
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４－６．燃料供給機能

（１）被害想定

  ・大規模な自然災害（地震・大雨等）の発生により燃料の供給が機能停止

・備蓄燃料が枯渇。

（２）行動目標

  ・自然災害発生後、７２時間、空港外からの燃料供給が寸断されても、空港内におけ

る残存燃料を活用することにより、燃料供給体制を維持。

（３）役割分担

４－７．空港アクセス機能

（１）被害想定

  ・大規模地震の発生により、空港と国道を結ぶ県道が不通となり、通行止めとなる。

表４－６－１

表４－６－２：タイムテーブル

空港ビル

燃料供給業者 ・タンク容量の確保
・給油施設の点検

電気がSTOPした場合、手
動で給油

給油施設の定期点検 給油施設の緊急点検対馬空港ターミ
ナルビル株式会
社

機関名 事前の備え 自然災害発生直後 応急復旧時

給油施設の点検 危険物管理者及び施設担当
者

空港管理事務所 ・タンク容量の確保 ・関係機関に対する燃料の
供給要請
・給油施設の緊急点検

残燃料の確認と、燃料会社
への供給手配

自然災害発
生直後

アクセス道路が不
通、供給が絶たれる

給油施設の点検

経過時間 被災状況
必要な対応

空港管理事務所

180分後 手動給油の準備 運送課係員

240分後
バックアップ発電機
への給油

施設担当者及び運送課係員

状況に応じ 車両への給油 運送課係員
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（２）行動目標

  ・滞留者を空港外に避難させるため、２４時間内に代替通路（人道）を確保。

・滞留者が２４時間滞在できるための環境を確保。

（３）役割分担

５．外部機関との連携

・対馬空港医療救護活動に関する協定書［令和 3年 2月 19 日］

   【対馬振興局－長崎県病院企業団対馬病院、長崎県病院企業団上対馬病院】

・対馬空港消防協定書［令和 3年 3月 17 日］

   【対馬振興局－対馬市】

・対馬空港内自衛消防等に関する協定書［平成 30 年 9 月 30 日］

   【対馬空港管理事務所、福岡航空地方気象台対馬航空気象観測所、対馬空港ターミ

ナルビル株式会社、日本通運株式会社福岡航空支店対馬営業所、株式会社セノン福

岡支社】

表４－７－１

表４－７－２：タイムテーブル

空港管理事務所 ・必要に応じバス（対馬交
通㈱）の出動要請

72時間以内 ・１車線を確保

24時間以
内

・代替通路（人道）を確保 ・代替道路（人道）
確保及び補助

１時間以
内

・アクセス道路の被害状況
の確認し、緊急対応業者に
復旧工事の指示

自然災害
発生直後

アクセス道路が寸断

・道路・バス等情報
の収集・整理

経過時間 被災状況
必要な対応

対馬振興局総務課 対馬振興局道路課 その他関係機関

機関名 事前の備え 自然災害発生直後 応急復旧時

対馬南警察署
（空港派出所）

・交通規制状況の連絡
・現場における交通規制
・滞留者の避難誘導

対馬振興局総務課 ・道路・バス等情報の収
集・整理

対馬振興局道路課 緊急時の対応施工業者を決
める

・アクセス道路の被害状況
の確認

・アクセス道路の機能回復
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・対馬空港緊急時対応活動に関する協定書〔令和 5年 11 月 22 日〕

【対馬振興局－長崎県対馬南警察署、長崎県対馬北警察署】

・大規模災害発生時における支援活動（社会貢献）に関する協定（平成 18 年 4 月 18 日）

   【対馬振興局－社団法人長崎県建設業協会対馬支部】

６．情報発信

（１）整理すべき情報と担当機関

  ・管理施設の被害及び復旧状況

    【対馬空港管理事務所、対馬空港ターミナルビル（株）、国土交通省航空局福岡

空港事務所】

  ・空港内の滞留者の状況

    【対馬空港ターミナルビル（株）】

  ・地震や津波等の自然災害の状況

    【気象庁 長崎地方気象台】

  ・民間航空機の運航計画及び運航状況

    【ＡＮＡ、ＯＲＣ】

  ・旅客ターミナルビルや駐車場の運用状況

    【対馬空港管理事務所】

  ・空港アクセスの運行状況

    【対馬交通（株）】

  ・空港周辺の道路状況

    【対馬南警察署、対馬振興局道路課】

（２）情報の集約と発信

  ①上記（１）で整理された情報について、総合対策本部で集約。

⇓

②集約した情報を「総合対策本部」の各構成員に提供。なお、その情報は現場の担当

レベルまで正確に共有。併せて、以下に対しても上記情報を提供

・国土交通省航空局災害対策本部（航空局総務課危機管理室）

・大阪航空局災害対策本部（大阪航空局総務部安全企画・保安対策課）

⇓

③「総合対策本部」が関係機関と調整の上、報道機関等の外部機関にて影響する資料

を作成し、情報を発信。

併せて、対馬市告知端末にて情報を放送

⇓

④滞留者に対しても、対馬空港ターミナルビル㈱が情報を提供。

《総合対策本部（長崎県対馬空港管理事務所）連絡先》

電 話：０９２０－５４－２１５９

ＦＡＸ：０９２０－５４－４０４９

E-mail：s14080@pref.nagasaki.lg.jp
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７．訓練計画

（１）訓練の実施

・対馬空港総合対策本部主催の訓練を、毎年 1回実施する。

・訓練の企画・立案は対馬空港管理事務所が行う。

  ・訓練の実施後、アンケート調査を実施し、参加機関の要望や提案等を募る。

  ・訓練の結果等を踏まえ、必要に応じて、Ａ２－ＢＣＰの改訂を行う。

（２）日常点検の実施

  ・対馬空港管理事務所、対馬空港ターミナルビル㈱は、最低 1 年に１回、非常用電源

の稼働確認を行う。

  ・対馬空港管理事務所、対馬空港ターミナルビル㈱は、最低 1 年に１回、非常食、飲

料水、毛布等、備蓄品の確認を行う。

  ・対馬空港管理事務所、対馬空港ターミナルビル㈱は、最低 1 年に１回、法令点検を

必要としない非常用機器の動作確認を行う。

８．各施設の担当部署と技術者の配置状況

（１）基本施設

   長崎県土木部港湾課空港班［土木職２名］、長崎県対馬振興局河港課［土木職６名］

（２）無線施設

   航空局福岡航空事務所 システム運用管理センター

（３）灯火・電気施設

   長崎県土木部港湾課空港班［電気職２名］長崎県対馬空港管理事務所［電気職員３

名］

（４）旅客ターミナルビル

   対馬空港ターミナルビル㈱ ［危険物担当（燃料関係）２名］、

   ［電気・通信２名］


